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税理士業界の未来を
変える（かもしれない）
辻・本郷のSSTって何？

●税金
公益法人等における所得拡大促進税制

●国際税務
コーポレート・インバージョンの効果と規制強化

●税金Ｑ＆Ａ
配当金に差をつけることはできるか

●セミナーレポート
女性相続セミナー ～女性の相続、その落とし穴～

●コラム
脈動するインバウンド市場

ぶらぶら徳田理事長と行く

「ぶらトク」

今月号のテーマ
「未来へ」

今月も執筆者の方には「未来へ」にちなんで、
ご自身の未来についてひと言いただいています。
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税理士業界の
未来を変える（かもしれない）
辻・本郷のSSTって何？
税理士界業界の若手集団、
辻・本郷のService Support Team（SST）は、
自由な発想と若さで税理士業界の未来を切り開きます。

T o   T h e  F u t u r e

創業支援チーム
法人SST

創業支援チーム

SCOPEリニューアル号から
3号連続でお届けしてきた「未来へ」シリーズの最終章は、 

辻・本郷 税理士法人で働きながら資格取得を目指すSSTの若手が登場。
実際の業務を体験する学びの日々と将来の夢について
税理士・会計士を目指す3名が、熱く語り合いました。

山岸  哲也  ×  髙
橋  良典  ×  河合

 ともこ

（S S T ）

（ S S T ）



SCOPE  No.18102

　辻・本郷 税理士法人が提供中の各種サービスに
おいて、アシスタントの役割を担当しているのが
Service Support Team（SST）という部署です。
証
しょうひょう

憑※1の仕訳や各種データの入力、小規模企業の創
業支援など、担当する実務は多岐にわたります。
在籍するのは、これから税理士や会計士を目指す、
若手たち。業務と試験勉強を両立させながら、即
戦力となれるほどのスキルを身に付け、半年から1
年半ほどで卒業しています。

髙橋：私の実家は両親がベンチャー企業を営んで
います。家業をサポートしたいという気持ちは以
前から持っていましたが、スタンスが明確になっ
たのは大学生の時でした。『稲盛和夫の実学』とい
う本に書かれていた、「会計を知らずして真の経営
はできない」という言葉に衝撃を受け、会計と税
務の道を選びました。
　これまで資格試験に専念した時期や、会計事務所
で業務の一端を経験したこともありましたが、もっ
と『税務の基礎』をしっかりと身に付けたいと思って、
転職情報誌を見ていたところ、SSTの存在を
知りました。
　基礎からしっかりとステップアップで
き、最終的には社員になれる可能性が高い
ため、キャリアプランをしっかりと描け
たことが決定打でした。
山岸：現在、神奈川大学経済学部の4
年生で、税理士を目指して勉強中です。
以前から、将来のことを考えて資格を

取っておきたいと思い、簿記の勉
強をしたことがすべてのきっかけ
です。その流れから、会計に興味
を持ち、資格専門学校の大原で開
かれていた合同説明会に参加した
ことでSSTの存在を知りました。
就職活動はせず、資格を取得して
このまま辻・本郷に入社したいと
考えています。
河合：以前は中小企業の経理とし
て2年間働いていましたが、その
会社の社長は税務や会計で何か
困ったことがあると税理士さんに

相談していたんです。経理担当の私は、その税理
士さんがズバッと問題解決をしていく様をたくさ
ん見て、「なんて頼りになるんだ！　こんな存在に
なりたい！」と思ったことが、この道を目指した
きっかけです。大学の先輩や先生に相談したとこ
ろ、辻・本郷のSSTを紹介され、応募しました。

河合：今年の4月に入社したばかりなので、やっと1
か月の研修が終わったところです。証憑の仕訳や入
力などの月次作業を学んだのですが、マンツーマン
でしっかり教えてもらえたので、理解が深まりました。
　現在は、創業支援チーム内のストリームドという
証憑の自動仕訳と入力のシステムを運用するグルー
プに配属され、最先端の実務を学んでいます。
　また、税理士の資格取得を目指して資格学校の

TACにも通っています。残業が
ないので、仕事の後に学
校へ通えることも、
SSTに来て良かった
ことですね。
髙橋：辻・本郷 税
理士法人では、スト
リームドにより、圧
倒的な業務効率化を
目指しています。
チーム内で行う作業

SSTと出会った理由、応募した動機とは？

現在、どのような業務に携わっていますか？

T o   T h e  F u t u r e

2015年9月入社・21歳
現役大学生兼SSTのホープ。趣味はキックボクシング

山岸 哲也

創業支援チーム

頼りにされる税理士に

なりた～い！お客様の

ニーズに柔軟な対応を

して、課題を解決し、

頼られる存在になるた

めに日々勉強中です。

｢未来｣について
一言about

the future

※1 取引を証明する会計書類等を証憑という。この場合、請求書や領収書など。
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は、自動で出力されたデータが正しいかをチェックす
ること。さらに、効率化により生まれた時間を使って、
お客様の経営分析などを行い、さらに深いサポート
を実現しようとしています。私は現在、SST全体の

リーダーをしています。
人材育成やスト
リームドチーム
の管理、法人企
業への経営提案
が主な業務です
が、思い起こせば、
私もアルバイトか

らのスタート。1年前
の4月に社員登用され、まさに最初
に思い描いていたステップアップ
が実現しています。
山岸：私も創業支援チーム内の
ストリームドグループで働いて
います。大学と資格学校のダブ

ルスクールなので、卒業までは週3日のペースで勤
務しています。そろそろ働き始めて半年になり、創
立したての企業に対して、事業計画の提案などを行
う業務にも携わることになりました。さらに実務を
学べそうだとわくわくしています。お客様のニーズ
を拾っていけるような視点や考え方を身に付けたい
です。

山岸：法人部に入って、税務の相談や経営のアドバ
イスをしていきたいです。そのために、いまの目標は、
とにもかくにも資格を取得すること。ここを超えな
ければ、何もスタートしないと思っています。
髙橋：これまで、創業支援のお手伝いをしていく
中で、法人企業向けの業務はおもしろいと感じま
した。税務や経営のお手伝いは、企業の将来を大
きく左右する責任ある仕事なので、勉強あるのみ。
経験を蓄積し、さらに飛躍したいです。
河合：身近に介護関係の会社を経営をしている人

がいるので、ヘルスケア関係に興味があります。
SSTの月次作業は、手を挙げたらその業務を担当
することができます。医療関係の仕事を見つけた
らいつも手を挙げています。
髙橋：部署の責任者として、やりたいことに挑戦
してもらえる場を提供するとともに、苦手分野も
克服できるように、仕事の振り分けをいろいろと
工夫しています。最初は分からなくても、その人
のペースに合わせてしっかりと身に付けていける
伴走者でありたい。たとえば、小学校の先生は、
人材育成において私の理想像かもしれません。
河合：同じ税理士を目指している仲間がいる環境は、
すごくモチベーションが上がります。資格取得後に必
要となるスキルが身に付いていく手ごたえがあります。
山岸：確かに夢に向かって一歩一歩進んでいる実感
がありますね。半年前とは比較にならないほど、さ
まざまな経験を得ることができました。
髙橋：それぞれ思い描く将来は違っても、税務や
会計の道に進むなら、SSTには確実に勉強しな

がら資格取得を目指
せる環境が整っ
ています。

思い描いている将来のビジョンは？

T o   T h e  F u t u r e

2013年9月入社・34歳

SSTをまとめる頼りになる先輩、長身、スイーツ好き

髙橋 良典

法人SST

2016年4月入社・25歳

目指すは頼れる税理士。実はバイクにも乗るアクティブガール

河合 ともこ

創業支援チーム

ストリームドの導入は革新

的なことなので、もっと広

めた～い！　そして、辻・

本郷のSSTが経理業界の未

来を変えていきます！

早く税理士の資格を取って、

お客様とお会いした～い！

実務から、さまざまなこと

を学び、質の高い税務と経

営サポートを目指します。

｢未来｣について
一言about

the future

｢未来｣について
一言about

the future
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ぎもん・しつもん・お答えします

（１）株主平等の原則

会社法第105条第１項の規定において、株主はその有する株式につき、剰

余金の配当を受ける権利を有しています。また、会社法第109条第1項にお

いて、株主が持株の内容と株数に応じて平等に扱われる旨の一般規定があり

ます。従いまして、貴社の定款において、剰余金の配当について特別の規定

がない場合には、お考えのような個別の株主ごとに違った割合の配当を決議

することはできません。しかしながら、会社法は定款自治を原則として、株

主の同意があれば、配当の支払いについても柔軟な取扱いが可能となってい

ます。貴社の要望を可能にするためには、次の２通りの方法が考えられます

のでご検討ください。

（２）種類株式の発行（会社法第108条）

全株主の同意を基に、株主総会決議において、種類株式を発行することが

できます。種類株式には、いくつかの種類がありますが、「剰余金の配当に

ついて異なる定めの株式」もその一つであり、「配当優先株式」とも呼ばれ

ます。登記は必要とされますが、「配当優先株式」を発行すれば、「配当優先

株主」と「普通株主」と配当の割合に差をつけることができます。

（３）属人的株式に変更（会社法第109条第2項）

新たな種類株式の発行、および登記事項の変更という面倒な手続きを行わ

ないで、貴社の要望が可能な方法として、Ａ社の所有する貴社普通株式を「属

人的株式に変更」する方法が考えられます。公開会社でない前提で、登記も

必要なく、定款の変更で可能です。ただし、定款変更は、総株主の半数以上

で、総株主の議決権の４分の３以上の同意が必要となります。「株主Ａ社に

つき、剰余金の配当は○○とする」というような表現になると考えます。

（執行理事 小林作
さ と み

土ミ ）

A n s w e r

税金
Q& A

Q u e s t i o n

当社は、食品製造会社です。今

回、原材料の仕入先である上場

会社から業務提携の話があり、

当社株式を所有したいという申

出があり、社長の所有株式の一

部（発行済み株式の20％）を

時価で譲渡しました。新たな株

主となった会社（Ａ社）からは、

業績に応じて相当の配当を期待

している旨の話をいただいてい

ます。一方、社長を含む同族株

主は、会社が安定経営をすれば

配当金の多寡は問わず利益は内

部留保に充てたい、という考え

をもっています。

そこで相談です。株主Ａ社には

1株あたり高い率での配当金、

他の株主には無配当または、低

い率での配当金を支払うという

ことは可能でしょうか？

配当金に差をつける
ことはできるか

税金Q&Aでは皆さんの
税金への疑問にお答えいたします。
税務に関する質問を
scope@ht - tax .o r . jp まで
お寄せください。

      



所得拡大促進税制とは、個人の
所得水準を底上げする観点から、青
色申告書を提出している法人が、雇
用者給与等支給額を増加させる等

下表にある一定の要件を満たした場
合に、雇用者給与等支給増加額の
10％［法人税額の10％（中小企業者等

は20％）を限度］の税額控除を受ける
ことができる制度です（租税特別措置
法第42条の12の4第1項）。

公益法人等の非収益事業は法人
税の課税対象外であるため（法人税
法第4条第1項但書、第7条、別表第二）、
公益法人等が本制度を適用する場
合、上記の適用要件に加えて収益
事業と非収益事業のいずれにも携わ
る雇用者に対して支払う給与等の額
を収益事業分と非収益事業分に按
分した上で、収益事業に係る給与

等の総額が適用要件に該当している
かどうかを判定する必要があります。
税額控除額の基準となる雇用者給
与等支給増加額も収益事業に係る
金額のみで計算することになります。
そのため、法人全体として給与総
額が増加していたとしても、収益事業
と非収益事業の両方に携わる雇用者
の給与等のみが前事業年度よりも増
加し、かつ、その内訳が非収益事業
に係る給与等のみの増加である場合
などには、適用年度における給与等

の全体の金額が前事業年度以上と
なったとしても本制度の適用対象外と
なってしまいますのでご留意ください。

◎該当する事業が収益事業か
非収益事業か否か

◎合理的な基準による按分方法

◎給与等支給者数公益法人等が所得拡大促進税制
を適用する場合には、右表のように

所得拡大促進税制とは

雇用者等支給増加額の検討

まとめ
普通法人（株式会社など）とは異なり
少し複雑な検討も必要となります。
そのため、適用に当たっては管轄の
税務署又は税理士にご相談くださ
い。
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所得拡大促進税制は、雇用者給与等の支給額が前事業年度より
も増加しているなど、一定の要件を満たしている場合には適用
可能ですが、公益法人等の場合は税制の適用を受けられる範囲
は「収益事業」に係る給与等のみとなっています。公益法人等
において本制度を受けるための留意点などを解説いたします。

戸塚裕也  ●公益法人部 公認会計士
（とつか・ひろなり）

公益法人等が所得拡大促進税制を受けられる条件

いいえ

2800万円

基準年 前年度 今年度

4000万円

6000万円 支払給与等の総額
寄付等、非収益事業
従事分の給与
（非課税）

収益事業分の給与
前年度より、課税対象
の収益事業分の給与
支払総額が減っている
ため、適用されない。

減った× ×

はい増えた基準年度及び、前年度より
も給与等の支給総額が

増えた給与総額は
収益事業によるものだ

所得拡大促進税制
による税額控除を受
けられます。
※実際には左記に無い細
かな条件もあります。

※適用年は事業年度であり、法人ごとに違います。

給与総額が増えていても、収益事業による
支払が減っていると適用されない。

公益法人等における所得拡大促進税制

平成28年7月4日より公益法人部も含め、辻・本郷 税理士法人新宿本部は新宿センタービルからJR新宿ミライナタワー
へ事務所が移転いたしました。新しい事務所では、「ペーパーレス化」、「フリースペース化」など新しい試みも取り入れ
ており、固定観念にとらわれず今までの業務を見直し、少しずつ作業効率を改善できればと考えています。（戸塚）

｢未来｣について
一言about

the future

税金税金 Topic

      



インバージョンとは、ひっくり返す、

逆転するという意味です。つまり、

コーポレート・インバージョンというの

は、会社の親子関係を逆転させて海

外に本社を移転させることを意味して

おり、軽課税国（タックスヘイブン）

にあるぺーパーカンパニーを親会社に

して、日本法人がその子会社となる

ことにより節税を狙った組織再編形

態です。

米国でコーポレート・インバージョ

ンを利用しようとした事例を紹介します。

2015年11月に発表された、米製

薬会社ファイザーと、同じくアイルラ

ンドに本社を置く製薬会社アラガン

の株式交換による事業統合です。

この事業統合では美容医療に使

われるボトックスのメーカーであるアラ

ガンが、自社よりも規模の大きいファ

イザーを買収する形になりますが、こ

れによって、新会社をアイルランドに

置くことが容易になります。ただし業

務に関しては、ニューヨークに本部を

置くため、実質的にはファイザーが

事業継続会社であり、より低い税率

のアイルランドへの本社移転を狙った

ことを意味しています。

米国政府にとって重要なのは、こ

のコーポレート・インバージョンでファ

イザーが新本社をアイルランドに置く

ことで一体いくらの税金を回避するか

ということでした。この合併でファイ

ザーが税制上有利なアイルランドに

拠点を移すと法人税率が12.5％（米

国39％）となり、それによる節税効果

は年間約20億ドル（約2,500億円）

に上るとされていました。

米国政府がこれに対し、海外企

業とのM＆Aによる節税対策への新

規制を発表したため、ファイザーは合

併でアイルランドに本社を移しても当

初狙った節税効果が得られないと判

断。今回の1,600億ドル（約19兆

7,000億円）と製薬業界としては過去

最大規模となる合併が撤回されるこ

ととなりました。

日本の法人税率は、年々下がってき

ているとはいえ、いまだ法人税率が

高いため、コーポレート・インバージョ

ンによる租税回避が行われる可能性

が十分あります。今後、日本におい

て行われるインバージョンの動向を注

視し、それがインバージョンを利用し

た租税回避と認められるか否かにつ

いて十分に検討し、その課税のあり

方について議論する必要があると考

えます。

コーポレート・インバージョン
を利用した国際的な
租税回避行為の事例及び
防止策（米国の場合）

コーポレート・
インバージョンの行方

詳しくは法人国際部まで
お問い合わせ下さい。

●
TEL：03-5323-3537

mail：tp@ht-tax.or . jp

コーポレート・
インバージョンとは
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工藤和也  ●法人国際部
（くどう・かずや）

海外企業との合併による節税を狙ったコーポレート・インバー

ジョン（Corporate inversion）の解説と、資金流出に対する

米国政府の規制強化の事例を紹介します。

コーポレート・インバージョンの
効果と規制強化

最近ハワイに新婚旅行へ行ってきましたが、ほんとうに楽園でした。ちょうど繁忙期が終わった後に新婚旅
行へ行ったので、体がびっくりしたのか体調を崩してしまい、ハワイで鼻水が一日中止まりませんでしたが、
それもいい思い出です。将来ハワイでのんびり暮らせる日を夢見ながら、家族を大切にし、仕事に勉強にと
日々精進しながら頑張っていきます。（工藤）

｢未来｣について
一言about

the future

国際国際
税務税務 Topic

      



0120-016-708
URL http://www.ht-tax.or.jp/josei-souzoku/

第一部では、国税庁OBで税理士の
新井宏氏が女性の相続についての落と
し穴を語りました。「まず、よく誤解される
のが、家庭の資産を妻が管理しているケ
ースです」。家庭の収入の大半が夫によ
るものだった場合「名義が妻のものであ
っても夫婦間での贈与契約を行っていな
い限り、その口座や不動産などの資産は
夫のものであるとみなされる」のだという。
新井氏は「生前贈与を受けて贈与税を
申告するか、全てを夫の財産とし相続税
の配偶者税額軽減を受けるかを選ぶ必
要があります」と述べた。また、亡くなる
直前に現金を引き出し、その用途が不明
確な場合、相続財産とされることについ
ても指摘。いずれにしても、故意に虚偽
の申告をした場合には重加算税 35%が
課される他、仮に故意でなかったとしても
5%の課税がされるため、「税理士に相
談する場合は正直に話をして頂き、その
上で適切な申告方法を選択するのがよ
い」と語った。

続いて、辻・本郷 税理士法人の女
性税理士による、相続の現場での事例
からの知見を語って頂いた。宮村百合

子税理士は「政府は現在、生前贈与を
推奨している」と紹介。教育向けには
1,500 万円（30 歳までに利用）、結婚
資金には1,000万円（50歳までに利用）
まで非課税になるのだという。しかし、浅
野恵理税理士によると「贈与をする時に
は元気だが、平均寿命が延びたため、
資金が足りなくなってしまうケースもある」
という。また、田村ひろ美税理士は「一
度贈与を始めると、毎年考え無しに継続
してしまうケースも多い」と指摘した。
生前贈与は効果のある手段だが「親

族が多い場合、贈与を始めるときりがな
い。多額の相続をするとそういうケースが
よくある（宮村）」など、よく考えて行った
方がよさそうだ。
では、遺言についてはどうだろう？ 原
有美税理士によると「遺言はあった方が
いい。遺言は遺産の名義変更ができてし
まうというくらい素晴らしい書面。ただ、
必ず公正証書遺言を作って欲しい」とい
うことだ。相続は全てが分割しやすい金
融財産というわけではないため、正確に
分配するのは難しいが「遺言書があれば
遺留分を超えない範囲で分配の割合を
調整できる（金子敦子税理士）」のだとい
う。また、いきなり公証役場へ行くのは
お勧めしないという。宮村税理士は「公
証役場では内容のアドバイスはしてくれな
い。生前に世話になった家族に厚く相続
したいなど、付言事項として書き残してお
かないと、事実とは違った展開になりか
ねない」と税理士に相談する重要性を説
いた。
その後、個別の相談にそれぞれの税
理士が説明する時間が設けられ、参加
者にとっては女性の相続についての理解
を深めるいい機会となったようだ。
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相続の現場では、平均寿命の長い女性は多くの最期（死）に直面します。ご
家族が遺した財産を正しく、より多く相続するためには、専門家の知識が必
要になります。そこで、辻・本郷 税理士法人・全国女性相続センターの税理
士と、国税庁出身の税理士・新井宏氏による女性のための相続セミナーを
開催。いざという時のための備えと、心構えについて語りました。

国税庁OBが語る
相続税の税務調査の実態

「贈与」と「遺言」
女性相続の現場から

女性相続セミナー ～女性の相続、その落とし穴～

セミナーレポートS e m i n a r  R e p o r tS e m i n a r  R e p o r tS e m i n a r  R e p o r t

新井 宏 （新井宏税理士事務所／国税庁OB）
宮村百合子 （税理士／辻・本郷 税理士法人 全国女性相続センター）

浅野恵理 （税理士／辻・本郷 税理士法人 全国女性相続センター）

金子敦子 （税理士／辻・本郷 税理士法人 全国女性相続センター）

田村ひろ美 （税理士／辻・本郷 税理士法人 全国女性相続センター）

原 有美 （税理士／辻・本郷 税理士法人 全国女性相続センター）

浅野恵理

新井 宏氏

開催概要：2016年6月19日 新宿センタービル31F 辻・本郷 税理士法人セミナールーム

全国女性相続センターへのお問い合わせは

      



　「外国語のツールを作りたい！」そう
思った時に、日本語のパンフレットや
Web サイトをそのまま翻訳用の原稿にし
ていませんか？もし、外国人観光客向け
の日本語原稿を新たに書き起こしていな
かったとしたら、その日本語、翻訳不能
かもしれません。外国人にアピールした
いものが、特に日本文化に基づくものだっ
た場合、使っている日本語が、外国語に
その言葉に置き換え出来るものでない文
言であることが多々あります。弊社で制
作したもの中でもそのまま翻訳出来ず、
新たに日本語を書き起こした例として「浴
衣の着方」「浮世絵の解説」「節分のイベ
ント紹介」などがありました。

翻訳とローカライズの違い
　浴衣の着方のパンフレット用の翻訳の
例では「おはしょり」という単語が出て
きますが、この言葉に該当する外国語は
存在しません。そこで、翻訳の指示を出
す際に、「おはしょり→音で翻訳」と「お
はしょり＝おはしょり = 浴衣の裾は、そ
のまま着ると長いため、腰の部分で折り
返し、裾の長さを調節します。その折り
返した部分の名称です。」の２つの指示を
出します。そのパンフレットでは本文で
はそのまま「Ohashori 」と音で表現し、
用語集として、おはしょりの意味を解説
する原稿を新たに書き加えました（右図
参照）。そのため、当初のお見積もりは日
本語のパンフレット・1200 文字程度の
翻訳として依頼されたのですが、解説文
の日本語原稿600文字程度の書き起こし
と追加の翻訳が必要となりました。翻訳

●お問い合わせ先／株式会社ラユニオン・パブリケーションズ　☎03-3234-9280　URL:http://lunion.jp/
訪日外国人観光客向けのWebサイトや印刷物など、多言語の制作を得意とする編集プロダクション。
主な制作事例は日本政府観光局（JNTO）や各自治体、交通事業者など。

と、意味の通じるローカライズとは全く
別のものであると考えた方がよいです。
気の利いた翻訳会社であれば、外国語で
意味の通じるようなローカライズまでし
てくれることもありますが（もちろん単
価の高い業者になってしまいます）、本来
であれば、日本語原稿を用意する段階で、
置き換え出来ない日本語の言い換えや、
難読文字の読み仮名（特に固有名詞の場
合）を用意しておくべきです。

他にも気を付けるべきこと
　日本では AM／ PM 表記、24時間表記
はどちらも使いますが、米国では軍隊な
ど特殊な場面以外では24時間表記は使わ
れていません。また米国などではメート

ル法も一般的ではないため、マイル・ヤー
ドを併記するなどしたほうが良いです。
対象とする国の制度や慣習を意識した原
稿を用意することが必要となってきます。
また、日本語から英語やタイ語に翻訳す
る場合、文章量が1.5倍から2倍に及ぶこ
とがあるため、日本語のパンフレットと
同じデザインに出来ないことがあります。
同様に、日本語から中国語（繁体字・簡
体字）に翻訳する場合、日本語よりも文
章量が短くなるため、同じデザインでは
スカスカになってしまうことがあります。
手元にある日本語のツールをただ翻訳に
発注するのは失敗の元です。誰に向けて、
どう使って欲しいのか、外国語のツール
作成に長けた制作会社に相談することで
解決出来ます。

パンフレットを翻訳したい、Webサイトを外国語対応にしたいなど、外国人観光客向けのツールを作られ
ている方もいらっしゃるかと思います。また、これから作ろうと思っている方にとっても、翻訳を発注する
際の注意点や陥りやすい失敗事例などを紹介します。

脈動するインバウンド市場
●連載　─ ラユニオン・パブリケーションズ スペシャルレポート ─

 vol.3

インバウンド受け入れのための翻訳発注のコツインバウンド受け入れのための翻訳発注のコツ

翻訳不能な日本語の例と、
ローカライズの例

下前のおはしょりを斜めに折ります。

Fold the ohashori*1 of the shitamae*2 diagonally.

*1  Ohashori = The part around the hip that is folded over for adjusting 
       the length of the suso because the suso of yukatas are long.
      （おはしょり =浴衣の裾は、そのまま着ると長いため、
      腰の部分で折り返し、裾の長さを調節します。その折り返した部分の名称です。）
*2  Shitamae = The inner part when the front migoro covers the body.
     （下前 =前側の身頃を重ねたときに内側になる部分。）

指示の出し方

赤文字の箇所が翻訳出来ない

下前（したまえ）、おはしょりは音で
翻訳ください。
意味は別途注釈として翻訳ください。
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渋谷 で 卓球対決 の巻
♯003

★★★＝大満足、
             プライベートでも行こうかな！
　★★＝面白かったよ、
            機会があったらまた挑戦しよう。
　　★＝「・・・・・・・・」

健康こそが活動の原動力！豊島さ
んは、徳田理事長に、今と変わら
ずいつまでもお元気でいてほしい
と願っています。
そこで思いついたのは、終業後に
部内の仲間とたまに楽しんでいる
卓球。
練習では「手軽に楽しく運動できる
ね」と笑顔だった徳田理事長ですが、

試合が始まると、本気モードに。華
麗なレシーブやスマッシュが飛び交
う大熱戦になりました。

体だけでなく
心と頭もリフレッシュ！

本気の卓球対決

仲が良かっ
たのが一転

いざ卓球台
を目の前に

すると…

若造には
負けんぞ

目が燃えている…
楽しむおつもり
だったのでは…

  理事長、
本当に久しぶ
りですか！？

fight!!
オフショットが見られる、
ぶらトクFacebookは

こちら。

撮影協力：EST 渋谷東口会館
東京都渋谷区渋谷1-14-14
TEL：03-3409-9810（渋谷卓球倶楽部）
http://www.shibuyaest.co.jp/
10フロアの規模を誇る渋谷駅から
徒歩1分の総合アミューズメントビ
ル。

さすがは理事長。
でも、元卓球部
の名にかけて負
けられない…

よっしゃぁぁぁぁぁ！！！

勝ったぞ！

とにかく楽し
もう！

今日はよろ
しくお願い
します。
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今回のパートナー
ヘルスケア事業部　部長

豊島正寛さん
高校時代には卓球部に所属。
この日のために、ウェアも
用意しました。



新『SCOPE』に関する次の事項について、それぞれお答えください
（それぞれ当てはまる項目をひとつ選び、○印を付けて下さい）

新しい記事はいかがでしたか？　① とても面白かった　② 面白かった　③ 以前の方が良かった
読みやすさは？　① とても読みやすい　② 普通　③ 以前の方が読みやすかった

新『SCOPE』で面白かった記事を選んでください（３つまで選び、○印を付けて下さい）
①SSTインタビュー　②税金Q&A　③税金　④国際税務　⑤女性相続セミナーレポート　
⑥インバウンドコラム　⑦ぶらトク（卓球）

『SCOPE』についてご意見ご感想等ありましたら、ご自由にお書きください

税金に関するお悩みがありましたらお書きください（任意、誌面で紹介させていただくことがあります）

（ふりがな）

●お名前

●年代（ 20代 ・30代・40代・50代・60代・70歳以上 ）

●性別

男・女

●会社名

●ご住所　〒

●電話番号　　　　（　　　　　）

アンケート＆プレゼント

●応募先FAX番号
0 3 - 5 3 2 3 - 3 3 0 2

●応募先E-mailアドレス
scope@ht-tax.or.jp

●応募先アンケートフォーム
http://www.ht-tax.or.jp/scope-questionnaire/
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Q.1

Q.3

Q.2

Q.4

いつも『SCOPE』をご愛読いただき、ありがとうございます。
アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で3名様に、プレゼントを差し上げます。
このページを、Faxもしくは、E-mail、アンケートフォームよりご応募ください。

皆様のご意見、ご感想を心よりお待ちしております。 ★当選の発表は商品の発送を
　もって代えさせていただきます。

応募〆切は
8月14日

個人情報の取り扱いについて　ご応募いただいたお客様の個人情報は、抽選及び賞品を発送するためのもので、それ以外の目的では使用いたしません。また、お客さまの個人情報をお客さまの同意無しに業務委託先以外の第三者に開示・提供
することはありません（法令等により開示を求められた場合を除く）。また、アンケートの結果については誌面で紹介させていただくことがあります。その場合はイニシャル・年代・性別を掲載いたします。

●プレゼント商品
会社やご自宅で毎日卓球対決！？
リビングや会議室を卓球場に変身させてし
まう、ネットとラケット、ピンポン球がセットに
なった「卓球セット」をプレゼント！
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編集
後記

〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階
TEL 03-5323-3301（代表） FAX 03-5323-3302辻・本郷 税理士法人

次号予告

札 幌 支 部 〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ12階
TEL.011-272-1031 FAX.011-272-1032

青 森 支 部 〒030-0861 青森県青森市長島2-13-1 AQUA青森スクエアビル4階
TEL.017-777-8581 FAX.017-721-6781

八 戸 支 部 〒031-0072 青森県八戸市城下4-25-5
TEL.0178-45-1131 FAX.0178-45-5160

秋 田 支 部 〒010-0954 秋田県秋田市山王沼田町6-34
TEL.018-862-3019 FAX.018-862-3944

久 慈 支 部 〒028-0062 岩手県久慈市二十八日町1-43
TEL.0194-53-1185  FAX.0194-53-1330

盛 岡 支 部 〒020-0021 岩手県盛岡市中央通2-11-18 明治中央通ビル5階
TEL.019-604-6868 FAX.019-604-6866

遠 野 支 部 〒028-0542 岩手県遠野市早瀬町2-4-21 遠野公文会館2階
TEL.0198-63-1313 FAX.0198-63-1317

一 関 支 部 〒021-0892 岩手県一関市東地主町60番地
TEL.0191-21-1186 FAX.0191-26-1665

仙 台 支 部 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-2-1 青葉通プラザ2階
TEL.022-263-7741 FAX.022-263-7742

福 島 支 部 〒960-8114 福島県福島市松浪町4-23 同仁社ビル4階
TEL.024-534-7789 FAX.024-534-7793

郡 山 支 部 〒963-8002 福島県郡山市駅前1-15-6 明治安田生命郡山ビル4階
TEL.024-927-0881 FAX.024-927-0882

新 潟 支 部 〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-3-28 パーク新潟東大通ビル5階
TEL.025-255-5022 FAX.025-248-9177

上 越 支 部 〒943-0892 新潟県上越市寺町3-8-8
TEL.025-524-3239 FAX.025-524-3187

水 戸 支 部 〒310-0903 茨城県水戸市堀町1163-7
TEL.029-252-7775 FAX.029-254-7094

館 林 支 部 〒374-0024 群馬県館林市本町2-5-48 マルゼンビル6階
TEL.0276-76-2011 FAX.0276-76-2012

深 谷 支 部 〒366-0052 埼玉県深谷市上柴町西4-17-3
TEL.048-571-4619 FAX.048-571-8158

大 宮 支 部 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル18階
TEL.048-650-5211 FAX.048-650-5212

越 谷 支 部 〒343-0808 埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅II 202号
TEL.048-960-1751 FAX.048-960-1752

川口東支部 〒332-0012 埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル6階
TEL.048-227-1260 FAX.048-227-1261

柏 支 部 〒277-0023 千葉県柏市中央1-1-1 ちばぎん柏ビル4階
TEL.047-165-8801 FAX.047-165-8802

松 戸 支 部 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1292-1 シティハイツ松戸205号
TEL.047-331-7781 FAX.047-331-7786

東京中央支部 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル7階
TEL.03-6212-5801 FAX.03-6212-5802

東京丸の内支部 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 丸の内中央ビル10階
TEL:03-6212-2830  FAX:03-6212-2831

神 田 支 部 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-20-3 小鍛冶ビル8階
TEL.03-5289-0818 FAX.03-5289-0819

代々木支部 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル2階
TEL.03-5333-1545 FAX.03-5333-1546

渋 谷 支 部 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー13階
TEL.03-6418-6761 FAX.03-6418-6762

品 川 支 部 〒108-0074 東京都港区高輪3-26-33 京急第10ビル3階
TEL.03-5791-5731 FAX.03-5791-5732

吉祥寺支部 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-5 吉祥寺本町ビル７階
TEL.0422-28-5515 FAX.0422-28-5516

東大和支部 〒207-0031 東京都東大和市奈良橋5-775
TEL.042-565-1564 FAX.042-563-0189

立 川 支 部 〒190-0012 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル10階
TEL.042-548-1841 FAX.042-548-1842

町 田 支 部 〒194-0021 東京都町田市中町1-1-16 東京建物町田ビル9階
TEL.042-710-6920 FAX.042-710-6921

横 浜 支 部 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 NOF横浜西口ビル4階
TEL.045-328-1557 FAX.045-328-1558

湘 南 支 部 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢4-3 日本生命南藤沢ビル4階
TEL.0466-55-0012 FAX.0466-55-0032

小田原支部 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル6階
TEL.0465-40-2100 FAX:0465-40-2101

伊 東 支 部 〒414-0002 静岡県伊東市湯川1-3-3 上條ビル5階
TEL.0557-37-6706 FAX.0557-37-8988

豊 橋 支 部 〒440-0086 愛知県豊橋市下地町字長池13番地
TEL.0532-54-3000 FAX.0532-54-3002

名古屋支部 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-2-29 名古屋広小路プレイス5階
TEL.052-269-0712 FAX.052-269-0713

四日市支部 〒510-0822 三重県四日市市芝田1-3-23
TEL.059-352-7622 FAX.059-351-2988

京 都 支 部 〒600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町79番地 ヤサカ四条烏丸ビル6階
TEL.075-255-2538 FAX.075-255-2539

豊 中 支 部 〒560-0021 大阪府豊中市本町1-1-1 豊中阪急ビル6階
TEL.06-4865-3340 FAX.06-4865-3341

大 阪 支 部 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町4-6-5 淀屋橋サウスビル6階
TEL.06-6227-0011 FAX.06-6227-0063

堺 支 部 〒590-0985 大阪府堺市堺区戎島町3-22-1 南海堺駅ビル412号
TEL.072-224-1006 FAX.072-224-1007

神 戸 支 部 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-10 オリックス神戸三宮ビル10階
TEL.078-261-0101 FAX.078-261-0120

岡 山 支 部 〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1-1-15 岡山桃太郎大通りビル7階
TEL.086-226-8555 FAX.086-226-8556

広 島 支 部 〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-11-2 グランドビル大手町9階
TEL.082-553-8220 FAX.082-553-8221

松 山 支 部 〒790-0011 愛媛県松山市千舟町6-5-10
TEL.089-945-3560 FAX.089-945-3385

北九州支部 〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-2-26 日幸北九州ビル4階
TEL.093-512-5760 FAX.093-512-5761

福 岡 支 部 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル8階
TEL.092-477-2380  FAX.092-477-2381

大 分 支 部 〒870-0035 大分県大分市中央町1-1-3 朝日生命大分ビル4階
TEL.097-532-2748 FAX.097-538-7006

延 岡 支 部 〒882-0803 宮崎県延岡市大貫町5-1740-2
TEL.0982-22-3570 FAX.0982-31-2789

沖 縄 支 部 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4-19-14 八重洲第7ビル5階
TEL.098-941-3230 FAX.098-941-3231

移転にむけて、広報部も大忙しの毎日でした。
最近はそれでなくても時間が過ぎるのが早い
のに、引越しという大きなイベントのおかげで、
気がついたらあっという間に夏！？ それでも、
時に流されないように、しっかりと地に足をつ
けて、これからも皆様に喜ばれる『SCOPE』
をお届けできるように頑張ります！（佐脇）

『SCOPE』リニューアル号より、取材と原稿
執筆を担当することになりました、浦田浩志
と申します。企画に沿って、現場の臨場感と
生の声を可能な限り再現する原稿づくりを心
掛けます。辻・本郷のみなさまと、読者のみ
なさまをつなぐ懸け橋になれるよう尽力いた
しますので、ぜひご期待ください。（浦田）

辻・本郷の新拠点
JR新宿ミライナタワー

徹底紹介
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